
令 和 ３ 年
12月14日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）
…
…
…
一

○
告
示

保
安
林
指
定
の
解
除
（
長
門
市
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
政
策
企
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
九
十
二
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
一
条
第
五
項
第
一
号
中
⛔
を
⛕
と
し
、
⛏
か
ら
⛓
ま
で
を
⛐
か
ら
⛔
ま
で
と
し
、
同
号
⛎
中

「
⛅
か
ら
⛇
」
を
「
⛆
か
ら
⛈
」
に
改
め
、
同
号
中
⛎
を
⛏
と
し
、
⛂
か
ら
⛍
ま
で
を
⛃
か
ら
⛎
ま
で

と
し
、
同
号
⛁
中
「
⚿
及
び
⛀
」
を
「
⛀
及
び
⛁
」
に
改
め
、
同
号
中
⛁
を
⛂
と
し
、
⚽
か
ら
⛀
ま
で

を
⚾
か
ら
⛁
ま
で
と
し
、
⚼
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚽

法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
四

十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
九
十
三
号

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
公
共
建
築

物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め

の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
九
条
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第

四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
資
金

十
二
年

以
内

第
五
条
第
三
項
及
び
第
六
条
第
二
項
中
「
第
五
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
六
号
及
び
第
九
号
」
に
改

め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第

五
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
七

号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
十
条
第
一
項
」
を
「
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号

中
「
第
五
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、

同
項
第
四
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
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四

第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
資
金
に
あ
っ
て
は
、
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

別
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
中
⚙
を
10
と
し
、
⚘
を
⚙
と
し
、
同
添
付
書
類
⚗
中
「公

共
建
築
物

等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
12条

」
を
「脱

炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の

た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
19条

」
に
、
「第

10条
第
⚑
項

」

を
「第

17条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
添
付
書
類
中
⚗
を
⚘
と
し
、
⚖
を
⚗
と
し
、
⚕
を
⚖
と
し
、
⚔
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
16条

に
規
定
す
る
資
金
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第

14条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
三
隅
上
字
四
ノ
瀬
一
〇
八
五
九
の
一
・
字
鍋
割
一
〇
八
六
〇
の
一
・
一
〇
八
八
〇
（
以
上

三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門
市
経
済
観

光
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

防
府
停
車
場
向
島
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

防
府
市
大
字
新
田
字
下
南
町
二
六
〇
の
四

地
先
か
ら

同
市

同
大
字

同
字
二
六
〇
の
一
地
先

ま
で

旧

最
狭

二
〇
・
〇

最
広

二
一
・
二

八
四
・
七

新

最
狭

一
九
・
九

最
広

二
〇
・
〇

八
四
・
七

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

西
岐
波
吉
見
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

宇
部
市
大
字
西
岐
波
字
道
本
六
三
二
四
の

一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字

同
字
一
五
四
の
六
地

先
ま
で

旧

最
狭

三
七
・
一

最
広

四
五
・
八

三
〇
・
六

新

最
狭

三
七
・
一

最
広

四
五
・
八

三
〇
・
六
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

二
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令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

西
岐
波
吉
見

線

宇
部
市
大
字
西
岐
波
字
道
本
六
三
二
四
の
一
地
先
か
ら

同
市

同
大
字

同
字
一
五
四
の
六
地
先
ま
で

令
和
三
年
十
二
月
十

五
日

公

告

（
二
五
八
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

下

関

市

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
三
年
二
月
八
日
ま
で

下
関
市
地
籍
図

下
関
市
地
籍
簿

豊
北
町
大
字
北
宇
賀
の
一
部

萩

市

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
二
年
十
二
月
六
日
ま
で

萩
市
地
籍
図

萩
市
地
籍
簿

大
井
の
一
部

〃

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
二
年
十
二
月
六
日
ま
で

〃〃

〃

二

認
証
年
月
日

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

（
二
五
九
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
河
内
字
下
小
野

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
吹
田
市
春
日
三
丁
目
二
〇
番
八
号

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
株
式
会
社

二
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令
和
三
年
十
二
月
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


